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広島家庭裁判所 
（平成３１年３月改訂） 

遺産分割手続のために裁判所にお越しになる際は，この遺産分割ハンドブッ

クを忘れずご持参ください。 

（内容編） 
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「期日まとめ」の際に，次回期日の日時と，次回期日までの宿題を書き込んで

ください。 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

  

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

  

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

 

月    日  （   ） 午前・午後   時   分から 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

   遺産分割ハンドブック
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  遺産分割調停は，相続人同士が，話合いによって，主体的に，遺

産分割の問題を解決する手続です。 

 

 遺産分割調停では，調停委員会（調停委員２人・裁判官１人で構成

されます）が，中立の立場で，当事者（申立人と相手方をあわせて，当事者と

いいます）から，ご意見や事情を聞き，話合いによって解決ができるように，

助言やあっせんを行います。なお，裁判官は，主に，評議（裁判官と調停委員

が意見交換することを評議といいます）などにより，調停に関与しています。 

 

もし，調停の席で話されたご意見や事情について，他の当事者に知られたく

ない場合は，その旨をお申し出ください。ただし，裁判所は中立な立場ですか

ら，原則として，他の当事者に知らせないご意見や事情をもとにして，助言・

あっせんをしたり，遺産分割審判（６頁を参照してください）をすることはで

きませんので，ご注意ください。 

 

 

  

手続編１ 

 

 

①
遺
産
分
割
調
停
と
は
？ 
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 調停期日は，平日の午前か午後に行われます。所要時間は，午前の

調停は，おおむね午前１０時から１２時まで，午後の調停は，おおむ

ね午後１時３０分から４時までです。 

 

評議などの関係上，やむをえず予定時刻に開始できないこともありますので，

あらかじめご了承下さい。 

 

 第１回調停期日の冒頭に，あらためて，この遺産分割ハンドブックを用いて，

遺産分割調停の手続と内容の説明を行います。原則として，当事者全員に同時

に説明を行いますが，ご事情により，他の当事者との同席が難しい場合は，「進

行に関する照会回答書」の項目６に具体的に記載してください。 

 

 説明終了後，調停委員会が，原則として，交互にお話をお聞きします。他の

方のお話をお聞きする間，３０分から，長い場合は１時間程度，待合室でお待

たせすることもあります。あらかじめご了承ください。 

 

 期日中に話合いがまとまらなかった場合は，その期日に合意できた内容の確

認と，次回期日以降に解決する課題を確認した上で（期日まとめ），約１～２か

月先に次回期日を設定して，お帰りいただくという流れになります。 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

②
調
停
期
日
の
一
日
の
流
れ
は
？ 

 

手続編２ 

第１回調停期日に行けないときは？ 

 

必ず，「答弁書」と「進行に関する照会回答書」を，あら

かじめ裁判所に提出してください。 

内容を見て，担当書記官から連絡する場合がありますの

で，「進行に関する照会回答書」には必ず電話番号を記載し

てください。 

自分自身は調停期日に行くことができないけれど，代理の

人を出席させたいという場合は，９頁を参照してください。 
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 調停手続で話合いがまとまらず，調停委員会が調停を不成立により

終了するとの判断をした場合は，調停手続は終了し，自動的に，審判

手続が開始します。 

 

 審判手続では，原則として，当事者全員に同席していただくことになります。 

 

 審判手続では，裁判官が，提出された裏付け資料等をもとに，遺産分割の審

判をしますが，調停のような柔軟な解決は難しくなります（遺産分割調停では，

当事者全員の合意があれば，さまざまな場面で，柔軟な解決が可能になります。

詳しくはこの遺産分割ハンドブックの（内容編）を参照してください）。 

 

 調停の段階では，審判を見据えて，裏付け資料の有無を確認した上で，合意

に向けてよく話し合うことが，実情に即した柔軟な解決につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

手続編３  

③
調
停
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
は
？ 

 

調停申立て 

書類審査 

第１回調停期日 

調停成立 調停不成立 

審判手続 

最終調停期日 

なお，申立てから第１回調

停期日までは通常２か月

程度ですが，書類審査の結

果，追加提出や補正が必要

な場合は，それだけ進行が

遅れます。 
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あなたが提出した書類は，裁判所の「事件記録」に綴られます。い

ったん裁判所に提出した書類は返却できません。 

そのため，大切な書類は，コピー（写し）をとって，コピーを裁判

所に提出してください。その上で，コピーと照合できるように，オリジナルの

書類（原本）を，裁判所に持参してください。 

（ただし，「申立書」や「答弁書」は，あなたが押印した原本を裁判所に提

出し，自分の手元にはコピーを残すようにしてください。） 

 

書類を「事件記録」に綴る際は，書類の左端に穴を開けて綴りま

すので，穴で文字がつぶれないように，とじしろとして，書類の左

端に２．５ｃｍ幅の余白を空けてください。 

また，原則として，Ａ４サイズの用紙を縦に使い，表面だけに記載し，裏面

には記載しないでください。 

 

「遺産の範囲」の裏付け資料・「遺産の評価」の裏付け資料は，

他の当事者にもコピーをお渡しできるように，裁判所用１部＋他の

当事者の人数分のコピーを提出してください。 

当事者同士，あらかじめ，他の当事者用のコピーを提出しておくと，お互い

に，閲覧・謄写の手続（８頁を参照してください）を省略できます。 

 

裁判所に書類を提出するときは，他の当事者にも読まれること

（８頁を参照してください）を想定して，提出前に，内容をよく確

認しておくことが大切です。読まれると支障がある部分は，あらか

じめマスキング（黒塗り）をした上で提出してください。 

マスキングできない書類については，非開示希望（８頁を参照してください）

をすることもできます。 

また，マイナンバーが記載されていない書類を提出するようにしてくださ

い。やむをえずマイナンバーが記載された書類を提出する際は，マイナンバー

部分をマスキングしてください（添付書類「マイナンバーの取扱いについて」

を参照してください）。 

ご不明な点は，担当書記官までお問い合わせください。  

手続編４  

④
書
類
を
提
出
す
る
際
に
注
意
す
る
こ
と
は
？ 
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 「事件記録」に綴られた書類は，その事件の当事者が申請手続をと

れば，裁判官の許可を受けて，見ること（閲覧といいます）・コピー

をとること（謄写といいます）ができます。 

 

ただし，閲覧・謄写の許可・不許可は，裁判官が判断することがらですから，

申請しても，必ず許可されるとは限りません。また，許可される場合であって

も，許可まで数日かかることもあり，必ずしも申請後すぐに閲覧・謄写ができ

るわけではありません。あらかじめご了承ください。 

 

 費用（コピー代等）や手続（所定の申請用紙があります）の詳細については，

担当書記官までお問い合わせください。 

 

 

 他の当事者に閲覧・謄写されると支障がある書類を提出する必要が

ある場合は，非開示希望をすることもできます。 

 

 ただし，閲覧・謄写の許可・不許可は，裁判官が判断することがらですから，

非開示希望をしても，必ず希望が叶うとは限りません。 

また，調停事件が不成立で終了し，審判手続が開始した場合は，審判の透明

性を確保するため，裁判官が審判に必要と判断した書類については，法律上の

除外事由がない限り，閲覧・謄写が許可されます。 

 

ですから，裁判所に書類を提出するときは，他の当事者にも読まれることを

想定して，提出前に，内容をよく確認しておくことが大切です。読まれると支

障がある部分は，あらかじめマスキング（黒塗り）をした上で提出してくださ

い。 

 

非開示希望をご検討される場合は，担当書記官までご連絡ください。 

  

手続編５  

 
⑤
事
件
記
録
を
見
た
り
，
コ
ピ
ー
で
き
ま
す
か
？ 
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原則として，弁護士以外の人を代理人に選任することはできませ

ん。 

 また，原則として，弁護士以外の同伴者が調停室に入室することはで

きません。 

 

 弁護士を代理人に選任すると，弁護士に一緒に調停室に入室してもらい，その

場でアドバイスを聞きながら調停を進めることができます。 

 また，当事者本人が調停期日に出席できないときは，弁護士に代わりに調停期

日に出席してもらうことができます。 

 

遺産分割手続は，難しい法律問題を扱うものですから，弁護士に相

談した方がいいのだろうか，どうしようか，と迷われる場合は，お早

めに，弁護士への相談をご検討ください。 

 

※ 法律相談の予約方法・法律相談料・弁護士を代理人に選任する方法等は，

下記の各機関に直接お問い合わせください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 かーくん 

  

手続編６   

⑥
弁
護
士
に
相
談
し
た
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 

 

 

日本司法支援センター 
（法テラス） 

 

広島地方事務所（法テラス広島） 

 電話 050-3383-5485 

 受付時間 ９：００～１７：００ 

広島弁護士会 
 

紙屋町法律相談センター 

予約電話 082-225-1600 

受付時間 9：30～16：00 

法律相談センター福山 

予約電話 084-973-5900 

受付時間 ９：30～1５：００ 

     （土・日・祭日を除く） 

呉法律相談センター 

予約電話 0120-969-214 

受付時間 ９：30～16：00 

ひがし広島法律相談センター 

予約電話 082-421-0021 

受付時間 ９：30～16：00 

広島北部巡回法律相談センター 

予約電話 0120-969-214 

受付時間 ９：30～16：00 
 
各法律相談センターに関するウェブサイト 

http://www.hiroben.or.jp/soudan_top.html 
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● 広島家庭裁判所（本庁） 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 1-6 

電話番号 082-228-0533 

 

○ 広島家庭裁判所呉支部 〒737-0811 広島県呉市西中央 4-1-46 

電話番号 0823-21-4992 

○ 広島家庭裁判所尾道支部 〒722-0014 広島県尾道市新浜 1-12-4 

電話番号 0848-22-5286 

○ 広島家庭裁判所福山支部 〒720-0031 広島県福山市三吉町 1-7-1 

電話番号 084-923-2808 

○ 広島家庭裁判所三次支部 〒728-0021 広島県三次市三次町 1725-1 

電話番号 0824-63-5169 

 

裁判所のウェブサイト 

http://www.courts.go.jp  

広島家庭裁判所(本庁)への経路 ※主な経路のみ記載しています。

●司法書士会

広島城

●広島女学院

逓
信
病

院
●

  広島高等

　地方・簡易
　裁判所

      ●

広
島
バ
ス

セ
ン
タ
ー

●広島東
　 税務署

広島家庭
裁判所
(本庁）

法テラス●

白
島
小
●

護国神社

旧
広
島
市

民
球
場
●

福屋●

広島法務
総合庁舎

●

広
島

そ
ご
う
●

●市民病院

縮
景

園
●

京橋川

●県庁

猿候川

広島駅

●弁護士会

←横川

←

広
島
I
C

←

牛
田

白島白島郵便局●

稲
荷
町

Ｒ
Ｃ
Ｃ
●

基
町
高
●

合同庁舎

●
ヤ
マ
ダ
電
器

●
三
越

●
福
屋

県

立
美
術

館
●

JR新白島駅・アストラムライン城北駅
から徒歩１５分（８００ｍ）

ＪＲ広島駅表口（南口）バスのりばＢホーム⑦⑧⑨から，
広島バスセンター方面行き「合同庁舎前」下車，徒歩１０分（バス会
社は複数ありますが，ここから出る広島バスセンター経由の便であ
れば，どれでも合同庁舎前をとおります。）

ＪＲ広島駅から徒歩２３分（１４００ｍ）

ＪＲ広島駅

城
北

駅

県
庁
前
駅

広島バスセンターから
徒歩１８分（８００ｍ）

合同庁舎前バス停から
徒歩１０分（６００ｍ）

《凡 例》
広電 市内電車
バス
バス停
アストラムラインＪＲ新白島駅

駅前大橋

栄 橋

常盤橋

八丁堀紙屋町

女学院前

家庭裁判所前

合同庁舎前

広電家庭裁判所前電停から
徒歩１分（１０ｍ）

手続編７ 

 

⑦
裁
判
所
の
所
在
地
・
電
話
番
号
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 
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 遺産分割調停では，相続人全員が当事者（申立人か相手方）にな

る必要があります。 

 

●戸籍上は相続人にみえる人が，実は相続人ではない場合（戸籍が間違ってい

る場合など）は・・・ 

→ 人事訴訟等の手続が必要になります。そのような方の心当たりがある場合

は，申立書や答弁書を提出される前に，お申し出ください。 

 

●相続人の中に，認知症や精神障害などがあって，ご自身で物事を判断するこ

とが困難な方がいる場合は・・・ 

→ 成年後見等の手続をとっていただく必要があります。そのような方の心当

たりがある場合は，申立書や答弁書を提出される前に，お申し出ください。 

 

●相続人の中に，行方不明の方がいる場合は・・・ 

→ 不在者財産管理等の手続をとっていただく必要があります。そのような方

の心当たりがある場合は，申立書や答弁書を提出される前に，お申し出くだ

さい。 

 

●もし，「遺産はいらない」とお考えの場合は・・・ 

→ 自分の相続分を特定の人に譲渡したり，自分の相続分を放棄して，手続か

ら抜けることができる場合があります。 

 

  

①
相
続
人
の
範
囲 

内容編１ 
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 遺言書や遺産分割協議書によって既に分け方が決まっている財産は，

遺産分割の対象になりませんが，当事者全員の合意があれば，遺産分割

の対象にすることができます。  

 

 

「もっと財産があるはずだ」と主張するだけでは，その財産を遺産分

割手続で取り扱うことはできません。その財産の存在を裏付ける資料

を収集し，裁判所に提出していただく必要があります。 

 

 

遺産分割「調停」と遺産分割「審判」で扱える財産の範囲は，

原則として，次の図の財産です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容編２  

②
遺
産
の
範
囲 

 

 

 

土地 

建物 

 

現金 

借地権 

 

株式 
 

国債 

 

投資信

託 

 

 

預貯金 
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●次の図の財産は，当事者全員の合意があれば，遺産分割「調停」と遺産分

割「審判」の中で取り扱うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次の図の財産は，当事者全員の合意があれば，遺産分割「調停」の中で取

り扱うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

相続した債務  

葬儀費用 

 

遺産管理費

用 

貸金債権 相続開始後の 

賃料等 

不法行為債権 

不当利得債権 
（使途不明金など） 

 

合意できないときは 

民事訴訟等で解決 

合意できないときは 

民事訴訟等で解決 

②
遺
産
の
範
囲 
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●「もっと多くの預貯金があったはずなのに，相続人の 1 人であるＡさんが勝手

に使ったのではないか」というように，預貯金の払戻しや使途不明金が問題とな

る場合は，次の図のように，当事者全員の合意があれば，遺産分割の対象となり

ますが，当事者全員の合意がない場合は，別途，民事訴訟等を利用しなければ解

決できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成３０年法改正により，２０１９年７月１日以降の相続に適用されます 

 

●このように，当事者全員の合意がある場合や「調停」で解決する場合は，もっ

とも多くの財産・事情を遺産分割手続での話合いの対象に含めて，一体的な解決

を図ることができます。 

Ａさんが無断で自己使用

したことを認め，遺産の

先取りとして扱うことを

認めた場合 

Ａさんが使途を説明した

ところ，他の当事者が使

途を問題にしないことに

した場合 

他の当事者が使途に納得

しないが，Ａさんも遺産

の先取りとして扱うこと

を認めない場合 

遺産分割の対象にはな

りませんし，民事訴訟等

の必要もありません 

遺産分割の対象とする

ことができます 

 

審判に移行した後は，

相続開始後の処分で

あれば，場合により裁

判所の判断で，遺産分

割の対象となります

※ 

Ａさんが無断で引き出し

たのではなく，被相続人

がＡさんに贈与したこと

が判明した場合 

Ａさんの特別受益とし

て，遺産分割手続で取り

扱う可能性があります 

②
遺
産
の
範
囲 
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遺産を公平に分けるためには，遺産全体にどのくらいの価値があ

るのかを確認する必要があります。 

 

 

 

例えば，不動産の価値については・・・ 

 

●固定資産税評価額（「遺産目録」の「固定資産税評価額」欄を参照してく

ださい）が，一応の目安となります。 

 

●他の評価方法による評価額を主張する場合は，その評価額の裏付け資料を

提出していただく必要があります。 

 

●もし，評価額について，当事者全員の合意ができない場合は，裁判所の選

任する鑑定人に，価格の評価をしてもらう必要があります（鑑定といいます）。 

鑑定費用は，当事者にあらかじめ納付していただきます。 

鑑定費用は，高額になる場合もあります。 

 

 

２０２０年４月１日以降の相続については，被相続人の配偶者は，

被相続人所有の建物に相続開始時に居住していた場合には，その所

有権を他の相続人に取得してもらった上で，配偶者居住権を取得す

る，という扱いが可能となります。 

      

●その場合には，建物の価値のうち，配偶者居住権の価値がいくらになるか

を評価することになります。      

  

 

 

 

 

 

内容編３ 
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「②遺産の範囲」で確認し，「③遺産の評価」で評価した遺産につ

いて，法定相続分（法律上定められた各相続人の取得割合）に基づい

て計算すると，各相続人の取得額が決まります。 

 

ただし，相続人の中に，被相続人から，遺贈や多額の生前贈与を受

けた人がいる場合（その受けた利益を，「特別受益」といいます），

その相続人は，いわば相続分の前渡しを受けたといえますので，遺産

分割の際，その特別受益分を考慮して，取得額を減らすことがあります。 

「①相続人の範囲」と「②遺産の範囲」と「③遺産の評価」が定まった後に，

特別受益について確認します。特別受益の主張を考えている場合は，裏付け資

料をご用意ください。曖昧な記憶をもとに主張をした後に，裏付け資料が存在

しないことが明らかになったりすると，そのことで解決が難しくなることもあ

ります。裏付け資料が十分に揃っているかどうか，ご確認の上，特別受益を主

張するかどうか，ご検討ください。 

 

また，相続人が，長期間無報酬で被相続人の家業に従事したり，長

期間無償で寝たきりの被相続人を自宅で介護したりして，結果とし

て，被相続人の遺産の維持・増加に特別の貢献をしたと認められる場

合には，その相続人には「寄与分」が認められ，「寄与分」を考慮して，遺産

の取得額を増やすことがあります。 

ただし，「寄与分」が認められるためには，親族として通常期待される程度

の貢献を超える「特別な貢献」であることと，その貢献によって遺産が実際に

「維持・増加」したことが必要です。他の相続人と比較して貢献の度合いが大

きいとか，自分だけ負担が大きかったという程度の貢献では，寄与とは評価さ

れないでしょう。 

したがって，たとえば，休日に農作業を手伝った，長い間親と同居していた，

短期間の介護をした，入院中に見舞いや差入れをした，診療に付き添ったとい

うような貢献の場合は，「寄与分」は認められないでしょう。 

 

  

内容編４  

④
各
相
続
人
の
取
得
額 

 

 

 



19 

 

 

 

遺産の分割方法には，①現物分割，②代償分割，③換価分割，④共

有分割の４つの方法があります。 

 

たとえば，相続人がＡさんとＢさん（法定相続分２分の１ずつ），遺産が甲

土地と乙土地（評価額１００万円ずつ）というケースを考えてみましょう。 

 

①現物分割の例 

Ａさんが甲土地を取得し，Ｂさんが乙土地を取得する。 

 

②代償分割の例 

 Ａさんが甲土地と乙土地を取得する。Ｂさんは遺産を取得しないかわりに，

Ａさんから「代償金」として法定相続分相当額の１００万円をもらう。 

※遺産の現物の取得を希望する当事者が誰もいない場合は，代償分割をするこ

とはできません。 

 

③換価分割の例 

 甲土地と乙土地を第三者に売却し，売却益をＡさんとＢさんに半分ずつ分配

する。 

※売却方法としては，調停で，当事者全員の合意があれば，任意売却の方法を

とることができます。合意ができない場合は，審判で，競売を命じる方法があ

ります。通常は，任意売却を選択される方が多いようです。 

 

④共有分割の例 

 ＡさんとＢさんが甲土地と乙土地を共有する。 

※共有者は，いつでも，他の共有者に対し，「共有物分割」を求めることがで

きますので，抜本的な解決にならない場合があります。 

 

 

 通常は，これらの分割方法をいくつか組み合わせて遺産分割します。 

  

内容編５ 

 ⑤
遺
産
の
分
割
方
法 



20 

 

相続人の範囲

相続人は誰なのかを確認します。

 　　  

遺産の範囲

　　　

遺産の評価

遺産分割の対象となる遺産のう
ち，不動産等の評価額を確認しま
す。

合意できない

　　　

各相続人の取得額

遺産の分割方法

　　　

　　　調停成立

遺産分割調停の進め方

⑤
④「各相続人の取得額」の取得額に基づいて，各相続人に分割します。

①

② 原則として，被相続人が亡くなった時点で所有していて，現在も存在するものが，
遺産分割の対象となる遺産であり，その範囲を確定します。

③ 鑑定が必要です。

④ ②「遺産の範囲」で確認し，③「遺産の評価」で評価した遺産について，法定相続
分に基づいて計算すると，各相続人の取得額が決まります。ただし，法律の条件を
満たす特別受益や寄与分が認められる場合には，それらを考慮して各相続人の取得
額を修正します。

 

遺産分割手続のために裁判所にお越しになる際は，この遺産分割ハンドブッ

クを忘れずご持参ください。 


